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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
七
三
五
・
本
荘
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
七
三
六
・
本
荘
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
述
べ
た
意
見
（
七
三
七
、
七
三
八
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
七
三
九
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
七
四
〇
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
七
四
一
・
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
七
四
二
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
一
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
一
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
一
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
一
二
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

す
ず
ら
ん
診
療
所

金
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
行

ヒ
森
十
番
七
号

秋
田
県
由
利
郡
象
潟
町
字
後
田
三
十

四
―
一

辞

退

年

月

日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

す
ず
ら
ん
診
療
所

金
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
行

ヒ
森
十
番
地
七

秋
田
県
由
利
郡
象
潟
町
字
後
田
三
十

四
―
一

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
一
日

平
成
十
五
年
八
月
一
日
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規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

釈
迦
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

大
館
市
釈
迦
内
字
稲
荷
山
下
二
百
九
十
四
番
地
外

二
　
県
の
意
見

意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
五
年
九
月
三
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

大
館
市
役
所
　
商
工
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

な
か
よ
し
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
四
番
二
号
外

二
　
県
の
意
見

意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
五
年
九
月
三
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

御
所
野
安
田
線

旧
新
別

旧

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
八
〇
〜
一
三
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
三
一
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
二
一
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
五
一

〇
・
三
一
九

〇
・
一
五
一

〇
・
三
一
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
本
町
四
四
番
一
地
先
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

横
手
市
本
町
四
番
一
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

横
手
市
本
町
四
五
番
二
地
先
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

横
手
市
本
町
四
番
一
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

ＡＢＡＢ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
四
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
の
で
、
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
八
日
　
午
後
一
時
三
十
分

二
　
意
見
の
聴
取
の
場
所
　
二
ツ
井
町
字
上
台
一
番
地
一

二
ツ
井
町
役
場
　
二
階
大
会
議
室

三
　
許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画

（一）

建
築
物
の
用
途
　
観
覧
場

（二）

建
築
物
の
場
所
　
二
ツ
井
町
字
上
台
地
内

秋
田
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

二
月
二
十
七
日
付
け
指
令
山
建
―
千
六
百
二
十
四
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し

た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
町
外
岡
字
逆
川
八
十
九
番
六
号

株
式
会
社
や
ま
も
と
ゴ
ル
フ
ガ
ー
デ
ン

代
表
取
締
役
　
高
　
橋
　
金
　
正

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

能
代
市
浅
内
字
大
館
南
沢
六
十
四
番
八
、
六
十
四
番
十
五
、
六
十
四
番
二
十
二
、
六
十
四
番
二

十
三
、
六
十
四
番
二
十
四
、
六
十
四
番
二
百
八
十
三
、
六
十
四
番
二
百
八
十
五
、
六
十
四
番
二
百

八
十
六
、
六
十
四
番
二
百
八
十
八
、
六
十
四
番
二
百
八
十
九
、
六
十
四
番
二
百
九
十
、
六
十
四
番

二
百
九
十
三
、
六
十
四
番
三
百
六
、
六
十
四
番
三
百
七
、
六
十
四
番
三
百
八
、
六
十
四
番
三
百
九
、

六
十
四
番
三
百
十
、
六
十
四
番
三
百
十
一
、
六
十
四
番
三
百
十
二
、
六
十
四
番
三
百
十
三
、
六
十

四
番
三
百
十
四
、
六
十
四
番
三
百
十
五
、
六
十
四
番
三
百
十
六
、
六
十
四
番
四
百
五
十
五
、
六
十

四
番
四
百
五
十
六
、
六
十
四
番
四
百
五
十
八
、
六
十
四
番
五
百
六
、
六
十
四
番
五
百
七
、
五
十
三

番
、
五
十
五
番
、
六
十
四
番
二
百
九
十
六
、
六
十
四
番
二
百
九
十
八
、
六
十
四
番
二
百
八
十
七
、

六
十
四
番
二
百
九
十
一
、
六
十
四
番
二
百
九
十
二
、
六
十
四
番
九
、
六
十
四
番
二
百
九
十
九
、
六

３

県
　
　
　
道

御
所
野
安
田
線

御
所
野
安
田
線

御
所
野
安
田
線

新旧新

八
・
八
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

二
二
・
六
〇
〜
三
五
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
二
一
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
〇
・
〇
〇

八
・
八
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

二
二
・
六
〇
〜
三
五
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
〇
・
〇
〇

〇
・
〇
三
一

〇
・
〇
五
〇

〇
・
一
五
一

〇
・
三
一
九

〇
・
〇
三
一

〇
・
〇
五
〇

〇
・
三
一
九

横
手
市
本
町
三
番
三
か
ら
二
一
五
番
一
ま
で

横
手
市
四
日
町
二
四
番
三
か
ら
三
二
番
二
ま
で

横
手
市
本
町
四
五
番
二
地
先
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

横
手
市
本
町
四
番
一
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

横
手
市
本
町
三
番
三
か
ら
二
一
五
番
一
ま
で

横
手
市
四
日
町
二
四
番
三
か
ら
三
二
番
二
ま
で

横
手
市
本
町
四
番
一
か
ら
大
町
三
三
番
地
先
ま
で

ＣＤＡＢＣＤ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
、
「
Ｃ
」
及
び
「
Ｄ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。
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十
四
番
十
七
、
六
十
四
番
三
百
二
、
六
十
四
番
二
百
九
十
七
、
五
十
番
及
び
六
十
四
番
十
三

秋
田
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年

九
月
十
二
日
付
け
指
令
仙
建
―
二
十
八
―
四
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
前
里
町
一
丁
目
二
十
番
地

大
‡
興
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
三
　
井
　
徳
　
益

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
曲
市
戸
蒔
字
福
田
　
五
十
二
番
二
、
百
三
十
六
番
一
、
百
三
十
七
番
一
、
百
三
十
八
番
一
、

百
三
十
九
番
、
百
四
十
番
、
百
四
十
一
番
、
百
四
十
二
番
、
百
四
十
三
番
、
百
四
十
四
番
、
百
四

十
五
番
、
百
四
十
六
番
、
百
四
十
七
番
、
百
四
十
八
番
、
百
四
十
九
番
、
百
五
十
番
及
び
百
五
十

一
番大

曲
市
戸
巻
町
　
四
百
十
八
番
、
四
百
十
九
番
、
四
百
二
十
番
、
四
百
二
十
一
番
、
四
百
二
十

二
番
一
及
び
四
百
二
十
二
番
二

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
Ｄ
区
処
分
場
整
備
工
事
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
九
月
二
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

秋
田
振
興
・
高
吉
・
進
藤
・
西
仙
・
協
和
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

大
曲
市
大
曲
西
根
字
嶋
村
六
〇

五
　
落
札
金
額

五
十
六
億
七
百
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
市
野
地
区
県
営
ほ
場
整
備
事
業
（
担

い
手
育
成
型
）
）
換
地
計
画
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
琴
丘
町
役
場

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
琴
丘
町
か
ら
協
議
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
鹿
渡
地

区
農
村
振
興
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
（
農
村
基
盤
整
備
型
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年

九
月
五
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
五
年
九
月
五
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
新
荘
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
畑
町
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
千
屋
地

区
農
村
振
興
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
（
農
業
用
排
水
施
設
整
備
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十

五
年
九
月
四
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

公
　
　
　
　
　
　
告
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県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
場
所
及
び
期
間

三
　
入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
た
者
（
地
方
自
治
法

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る

者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

五
　
入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

（一）

個
人
の
場
合

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る
も
の
）

（二）

法
人
の
場
合

印
鑑
及
び
登
記
簿
の
謄
本

六
　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行
の
支
払
保
証
を
な
し
た

持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八
　
そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
管
財
課
財
産
管
理
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―

二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

秋
選
管
告
示
第
百
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

５

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
北
海
道
事
務
所

（
電
話
〇
一
一
―
二
四
一
―
二
三

三
二
）

期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
九

日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
　
　
　
　
　
　
所

北
海
道
経
済
セ
ン
タ
ー
七
階
小
会
議

室
（
札
幌
市
中
央
区
北
一
条
西
二
丁

目
）

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

札
幌
市
南
区
真
駒
内
上
町
二
丁
目
四
番
二

面
　
積
（
g
）

三
四
三
・
五
六

地
　
目

宅
　
地

区
　
分

土
　
地

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

一
　
政
党政

治

団

体

の

名

称

自
由
民
主
党
平
鹿
町
支
部

会
計
責
任
者
氏
名

飯
　
野
　
由
見
雄

代
表
者
氏
名

川
　
崎
　
　
　
繁

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

平
鹿
郡
平
鹿
町
下
吉
田
字
石
川
原
四
十
三
番
地

一

政
党
の
名
称

自
由
民
主
党

設
立
の
区
域

◯

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日



平成15年 9月12日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1504号

秋
選
管
告
示
第
百
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

６

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

千
葉
友
悦
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

高
　
橋
　
　
　
和

代

表

者

氏

名

高
　
橋
　
錬
太
郎

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

仙
北
郡
中
仙
町
清
水
字
上
大
蔵
七
十
八
番
地
四

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
能
代
支
部

自
由
民
主
党
秋
田
県
大
樹

支
部

自
由
民
主
党
天
王
支
部

自
由
民
主
党
皆
瀬
支
部

松
　
谷
　
福
　
三

矢
田
部
　
　
　
昌

北
秋
田
郡
合
川
町
木
戸
石
字
屋
布
岱
四
十
九
番
地

畠
　
山
　
俊
　
夫

西
　
村
　
　
　
武

伊
藤
　
多
郎
兵
衛

竹
　
内
　
　
　
宏

熊
　
谷
　
　
　
健

山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
字
三
ツ
谷
脇
百
二
十
五
番
地

福
　
司
　
　
　
満

三
　
浦
　
　
　
兼

a

橋
　
秀
　
一

異

動

事

項

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
四
日

〃

平
成
十
五
年
八
月
五
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日
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７

石
井
洋
佑
後
援
会

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟

秋
田
県
林
業
政
治
連
盟

維
新
政
党
新
風
秋
田
県
本

部鳥
井
修
後
援
会

和
田
勇
治
後
援
会

石
山
一
彦
後
援
会

中
田
吉
穂
後
援
会

鬼
川
頼
男
後
援
会

稲
庭
地
区
遠
藤
幸
次
と
語

る
会

土
肥
茂
宏
後
援
会

梶
原
直
後
援
会

伊
藤
邦
彦
後
援
会

田
村
富
男
後
援
会

土
田
章
悟
後
援
会

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
あ

き
た
北
支
部

近
　
藤
　
比
　
久

船
　
木
　
耕
太
郎

藤
　
島
　
直
　
一

秋
田
市
飯
島
道
東
二
丁
目
十
一
番
十
七
号
Ｉ
・
Ｔ
・
Ｏ

内

田
　
口
　
正
　
信

米
　
倉
　
芳
　
孝

金
　
野
　
彦
　
資

佐
々
木
　
春
　
雄

山
　
手
　
勝
　
久

鬼
　
川
　
　
　
浩

雄
勝
郡
稲
川
町
字
三
嶋
九
十
一
番
地

佐
　
藤
　
徳
　
朗

宮
　
田
　
和
　
司

梶
　
原
　
ク
ニ
子

仙
北
郡
西
木
村
上
荒
井
字
中
屋
布
百
十
五
番
地

藺
　
藤
　
辰
之
助

斉
　
藤
　
清
　
武

南
秋
田
郡
大
潟
村
西
三
丁
目
二
番
地
十

斉
　
藤
　
信
　
志

仲
　
沢
　
　
　
修

高
　
松
　
隆
　
司

岡
　
田
　
裕
　
夫

阿
　
部
　
勝
　
行

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
山
王
森
七
十
四
番
地
一

佐
　
藤
　
幸
　
介

和
　
田
　
チ
　
ヨ

金
　
野
　
　
　
環

中
　
田
　
満
　
穂

鬼
　
川
　
頼
　
男

鬼
　
川
　
美
保
子

雄
勝
郡
稲
川
町
字
鍛
冶
屋
布
百
三
十
一
番
地

阿
　
部
　
修
　
悦

浅
　
野
　
喜
　
秀

梶
　
原
　
昭
　
裕

仙
北
郡
西
木
村
上
荒
井
字
新
屋
六
十
八
番
地

伊
　
藤
　
哲
　
雄

小
笠
原
　
幸
　
一

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
三
丁
目
二
番
地
四

池
　
端
　
哲
　
夫

渡
　
辺
　
秀
　
広

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

平
成
十
五
年
八
月
四
日

平
成
十
五
年
八
月
五
日

平
成
十
五
年
八
月
六
日

平
成
十
五
年
八
月
七
日

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
一
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

〃

平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

〃〃

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日
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秋
選
管
告
示
第
百
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
百
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

８

田
村
富
男
後
援
会

土
田
章
悟
後
援
会

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
あ

き
た
北
支
部

浜
田
あ
き
ら
後
援
会

和
田
三
九
郎
後
援
会

田
中
よ
く
お
後
援
会

斉
　
藤
　
清
　
武

南
秋
田
郡
大
潟
村
西
三
丁
目
二
番
地
十

斉
　
藤
　
信
　
志

仲
　
沢
　
　
　
修

北
秋
田
郡
合
川
町
銀
山
字
下
新
町
百
二
十
四
番
地

工
　
藤
　
昭
　
作

田
　
中
　
夫
二
郎

金
　
野
　
晃
　
良

小
笠
原
　
幸
　
一

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
三
丁
目
二
番
地
四

池
　
端
　
哲
　
夫

渡
　
辺
　
秀
　
広

北
秋
田
郡
阿
仁
町
銀
山
字
下
新
町
六
十
九
番
地

和
　
田
　
文
　
幸

金
　
野
　
晃
　
良

田
　
中
　
征
　
子

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

〃

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

〃〃

平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
秋
豊

政
経
会
支
部

解

散

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
八
月
十
七
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

政
治
団
体
の
名
称

岸
部
良
二
後
援
会

千
葉
友
悦
後
援
会

中
西
藏
之
助
後
援
会

解

散

年

月

日

平
成
十
五
年
七
月
十
七
日

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

政
党

政
治
団
体
の
名
称
　
自
由
民
主
党
秋
田
県
秋
豊
政
経
会
支
部

報
告
年
月
日
　
平
成
1
5
年
８
月
2
8
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
円

1
0
万
円
未
満
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）
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９

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
,4
1
1
円

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
岸
部
良
二
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
5
年
８
月
1
7
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
,6
0
9
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
,6
0
9
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

監
査
結
果
公
告
第
1
0
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
号
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
た

の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
1
5
年
９
月
1
2
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
　
　
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

監
査
箇
所
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
委
員

企
　
　
　
業
　
　
　
局
　
　
　
　
平
成
1
5
年
７
月
1
0
日
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
　
　
正
　
義

菅
　
原
　
龍
　
典

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

平
成
1
5
年
７
月
1
5
日
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
　
　
正
　
義

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
平
成
1
5
年
７
月
1
1
日
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
龍
　
典

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

平
成
1
5
年
７
月
1
4
日
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
　
　
正
　
義

菅
　
原
　
龍
　
典

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
　
　
　
平
成
1
5
年
７
月
1
1
日
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
龍
　
典

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

平
成
1
5
年
７
月
1
4
日
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
　
　
正
　
義

菅
　
原
　
龍
　
典

山
　
田
　
昭
　
郎

小
　
玉
　
和
　
夫

（
企
　
業
　
局
）

１
　
監
査
の
対
象

平
成
1
4
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
関
す
る
事
業
の
管
理
状
況

２
　
経
営
の
概
況

電
気
事
業
会
計

ア
　
売
電
電
力
量
及
び
電
力
料
収
入
実
績

鎧
畑
発
電
所
ほ
か
1
4
発
電
所

売
電
電
力
量
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4
0
,1
7
8
,3
9
0
kw
h

電
力
料
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
,8
9
4
,8
7
7
,1
8
0
円

イ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

千
葉
友
悦
後
援
会

中
西
藏
之
助
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
5
年
８
月
2
2
日

平
成
1
5
年
８
月
2
6
日

監

査

委

員

公

告

（
１
）
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１０

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入
額
（
他
会
計
か
ら
の
長
期
貸
付
償
還
金
1
1
,2
3
9
,0
0
0
円
を
除
く
。
）
が
資

本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
1
,1
8
7
,0
1
6
,7
6
4
円
は
、
減
債
積
立
金
1
6
2
,0
0
0
,0
0
0
円
、
中

小
水
力
発
電
改
良
積
立
金
9
,3
2
7
,4
0
0
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
9
9
5
,0
9
9
,4
8
4

円
及
び
当
年
度
分
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
2
0
,5
8
9
,8
8
0
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

ウ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
3
,9
2
3
,7
0
4
,4
9
3
円
、
総
費
用
は
3
,5
1
0
,8
8
3
,7
0
9
円
で
、
差
し
引

き
4
1
2
,8
2
0
,7
8
4
円
の
純
利
益
が
生
じ
て
い
る
。

土
地
造
成
・
資
金
運
用
事
業
会
計

ア
　
土
地
の
買
収
及
び
売
却
状
況

イ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入
額
（
他
会
計
か
ら
の
長
期
貸
付
金
償
還
金
2
3
8
,1
3
3
,2
1
6
円
を
除
く
。
）
が

資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
2
9
2
,5
5
1
,9
1
7
円
は
、
土
地
造
成
・
資
金
運
用
積
立
金
5
7
,4

8
3
,1
1
0
円
及
び
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
3
5
,0
6
8
,8
0
7
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

ウ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
9
0
2
,5
2
9
,6
4
6
円
、
総
費
用
は
1
,9
7
2
,4
4
6
,8
0
2
円
、
差
し
引
き
1
,

0
6
9
,9
1
7
,1
5
6
円
の
純
損
失
と
な
っ
て
い
る
。

観
光
施
設
事
業
会
計

ア
　
観
光
施
設
利
用
者
数
及
び
収
入
実
績

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

4
,0
8
0
,3
8
2
,0
0
0

3
,7
1
9
,5
0
9
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

4
,1
1
8
,8
0
8
,0
0
5

3
,6
8
5
,3
9
7
,3
4
1

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

3
4
,1
1
1
,6
5
9

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

1
1
,2
3
9
,0
0
0

1
,2
2
7
,7
8
0
,2
7
8

決
　
算
　
額

円

1
1
,2
3
9
,0
0
0

1
,1
8
7
,0
1
6
,7
6
4

繰
　
越
　
額

円－

1
7
,4
4
8
,0
0
0

不
用
額

円－

2
3
,3
1
5
,5
1
4

（
２
）当
年
度
買
収
面
積㎡

1
5
,6
3
8

当
年
度
売
却
面
積㎡

4
7
,5
1
5

当
年
度
末
残
面
積㎡

2
,8
4
8
,9
7
6

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

9
0
1
,3
4
1
,0
0
0

1
,9
8
7
,9
0
9
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

9
0
2
,5
2
9
,6
4
6

1
,9
7
2
,4
4
6
,8
0
2

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

1
5
,4
6
2
,1
9
8

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

2
,8
3
2
,4
6
0
,0
0
0

2
,9
6
5
,3
4
8
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

2
,8
3
2
,4
5
8
,4
6
0

2
,8
8
6
,8
7
7
,1
6
1

繰
　
越
　
額

円－

4
6
2
,2
0
0
,0
0
0

不
用
額

円－

3
2
,2
7
0
,8
3
9

（
３
）

区
　
　
分

男
鹿
水
族
館

男
鹿
桜
島
荘

計

利
用
者
数

人

6
4
,3
3
8

2
6
,6
5
2

9
0
,9
9
0

収
入
金
額

円

5
6
,9
9
2
,9
5
3

1
9
1
,0
4
3
,7
6
1

2
4
8
,0
3
6
,7
1
4
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１１

イ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

ウ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
3
9
8
,1
3
2
,2
8
2
円
、
総
費
用
は
9
7
4
,7
1
4
,3
3
5
円
、
差
し
引
き
5
7
6
,

5
8
2
,0
5
3
の
純
損
失
と
な
っ
て
い
る
。

工
業
用
水
道
事
業
会
計

ア
　
給
水
量
及
び
収
入
実
績

秋
田
工
業
用
水
道

契
約
給
水
量
　
　

5
7
,7
1
7
,8
5
0
k

実
績
給
水
量
　
　

5
1
,2
8
2
,2
0
8
k

収
入
金
額
　
　
　
　
8
5
1
,9
6
9
,8
1
7
円

イ
　
当
年
度
に
実
施
し
た
建
設
改
良
工
事
等

ウ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
3
4
1
,6
2
9
,8
5
6
円
は
、
減
債
積
立
金

1
4
1
,6
9
8
,7
2
3
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
1
7
6
,8
6
2
,9
9
6
円
、
当
年
度
分
消
費
税

資
本
的
収
支
調
整
額
1
8
,7
2
2
,1
4
9
円
及
び
過
年
度
分
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
4
,3
4
5
,

9
8
8
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

エ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
9
2
5
,1
3
8
,7
6
8
円
、
総
費
用
は
6
9
7
,7
2
8
,1
7
0
円
で
、
差
し
引
き
2
2

7
,4
1
0
,5
9
8
円
の
純
利
益
が
生
じ
て
い
る
。

３
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
関
す
る
事
業
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
執
行
さ
　
　

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

4
1
1
,7
4
1
,0
0
0

1
,0
0
8
,3
0
5
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

4
1
0
,6
5
9
,6
2
4

9
9
6
,0
2
1
,8
0
1

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

1
2
,2
8
3
,1
9
9

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

1
,2
4
9
,3
7
3
,0
0
0

1
,2
4
9
,3
7
3
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

1
,2
4
9
,3
7
3
,0
0
0

1
,2
4
9
,3
7
2
,2
1
6

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

7
8
4

（
４
）

事
　
　
業
　
　
名

秋
田
第
二
工
業
用
水
道
建
設
事
業

工
業
用
水
道
玉
川
水
源
事
業

秋
田
工
業
用
水
道
改
良

支
　
出
　
額

円

2
7
4
,0
3
7
,3
7
9

6
4
0
,4
5
2
,3
9
8

3
9
8
,5
0
3
,9
9
4

事
　
　
業
　
　
名

秋
田
第
二
工
業
用
水
道
建
設
事
業

工
業
用
水
道
玉
川
水
源
事
業

秋
田
工
業
用
水
道
改
良

計

支
　
出
　
額

円

2
7
4
,0
3
7
,3
7
9

6
4
0
,4
5
2
,3
9
8

3
9
8
,5
0
3
,9
9
4

1
,3
1
2
,9
9
3
,7
7
1

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

9
7
1
,4
3
0
,0
0
0

7
4
2
,7
2
9
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

9
7
1
,3
6
2
,8
4
1

7
1
6
,8
7
2
,4
8
3

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

2
5
,8
5
6
,5
1
7

区
分

収
　
入

支
　
出

予
　
算
　
額

円

2
,0
3
9
,4
1
6
,0
0
0

2
,3
8
8
,0
3
5
,0
0
0

決
　
算
　
額

円

2
,0
2
3
,0
2
2
,2
9
6

2
,3
6
4
,6
5
2
,1
5
2

繰
　
越
　
額

円－－

不
用
額

円－

2
3
,3
8
2
,8
4
8
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１２

ウ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

（
病
院
事
業
会
計
）

１
　
監
査
の
対
象

平
成
1
4
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
関
す
る
事
業
の
管
理
状
況

２
　
経
営
の
概
況

ア
　
病
床
利
用
状
況

区
　
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

総
病
床
数床

1
6
0

3
0
0

4
6
0

一
日
平
均
患
者
数（
入
院
）人

9
8
.1

2
4
0
.6

3
3
8
.7

病
床
利
用
率％

6
1
.3

8
0
.2

7
3
.6

区
　
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

総
病
床
数床

1
6
0

3
0
0

4
6
0

一
日
平
均
患
者
数（
入
院
）人

9
8
.1

2
4
0
.6

3
3
8
.7

病
床
利
用
率％

6
1
.3

8
0
.2

7
3
.6

イ
　
診
療
実
績

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

人

3
5
,7
9
0

8
7
,8
3
6

1
2
3
,6
2
6

人

5
2
,7
7
6

1
3
,9
3
3

6
6
,7
0
9

人

8
8
,5
6
6

1
0
1
,7
6
9

1
9
0
,3
3
5

区
　
　
　
　
分

患
　
者
　
延
　
人
　
員

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

入
　
　
院

外
　
　
来

計
入
　
　
　
院

外
　
　
　
来

計

円

1
,3
4
7
,5
1
2
,0
1
3

1
,4
8
6
,0
5
7
,5
2
6

2
,8
3
3
,5
6
9
,5
3
9

円

5
3
0
,5
7
5
,6
8
9

1
4
3
,1
7
9
,3
5
1

6
7
3
,7
5
5
,0
4
0

円

1
,8
7
8
,0
8
7
,7
0
2

1
,6
2
9
,2
3
6
,8
7
7

3
,5
0
7
,3
2
4
,5
7
9

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

区
　
　
　
　
　
　
分

予
　
　
算
　
　
額

決
　
　
算
　
　
額

繰
　
　
越
　
　
額

不
　
　
用
　
　
額

円

3
,8
1
6
,1
5
4
,0
0
0

3
,9
1
6
,5
3
4
,0
0
0

円

3
,7
9
5
,5
4
3
,8
9
5

3
,9
1
2
,5
1
6
,7
7
0

円－－

円－－

収　　入

区
　
　
　
　
　
　
分

予
　
　
算
　
　
額

決
　
　
算
　
　
額

繰
　
　
越
　
　
額

不
　
　
用
　
　
額

円
円

円
円
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１３

エ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
7
,7
0
1
,5
6
0
,5
9
6
円
（
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
3
,7
8
9
,9
9
1
,5
5
7
円
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
3
,9
1
1
,5
6
9
,0
3
9
円
）
、
総
費
用
8
,0
1
4
,9
3
6
,0
5
3

円
（
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
3
,9
6
5
,9
2
6
,1
9
5
円
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

円

3
,8
1
6
,1
5
4
,0
0
0

3
,9
1
6
,5
3
4
,0
0
0

7
,7
3
2
,6
8
8
,0
0
0円

4
,0
4
9
,1
2
8
,0
0
0

4
,1
3
2
,5
1
9
,0
0
0

8
,1
8
1
,6
4
7
,0
0
0

円

3
,7
9
5
,5
4
3
,8
9
5

3
,9
1
2
,5
1
6
,7
7
0

7
,7
0
8
,0
6
0
,6
6
5円

3
,9
4
2
,5
2
5
,3
8
9

4
,0
4
3
,5
3
8
,6
0
6

7
,9
8
6
,0
6
3
,9
9
5

円－－－円－－－

円－－円

1
0
6
,6
0
2
,6
1
1

8
8
,9
8
0
,3
9
4

1
9
5
,5
8
3
,0
0
5

収　　入支　　出

資
本
的
収
支

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

区
　
　
　
　
　
　
分

予
　
　
算
　
　
額

決
　
　
算
　
　
額

繰
　
　
越
　
　
額

不
　
　
用
　
　
額

円

3
2
1
,0
0
0
,0
0
0－

3
2
1
,0
0
0
,0
0
0

8
6
1
,2
3
9
,0
0
0

3
5
5
,8
4
8
,0
0
0

1
,2
1
7
,0
8
7
,0
0
0

円

3
0
4
,0
0
0
,0
0
0－

3
0
4
,0
0
0
,0
0
0

8
4
4
,3
4
0
,6
0
0

3
5
5
,8
4
7
,0
3
5

1
,2
0
0
,1
8
7
,6
3
5

円－－－円－－－

円－－－円

1
6
,8
9
8
,4
0
0

9
6
5

1
6
,8
9
9
,3
6
5

収　　入支　　出

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
8
9
6
,1
8
7
,6
3
5
円
は
、
減
債
積
立
金
2
5
5
,1
5
9
,8
6
9
円
及
び
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
6
4
1
,0
2
7
,7
6
6
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。
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平
成
十
五
年
八
月
八
日
（
第
千
四
百
九
十
四
号
）
掲
載
の
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七

号
（
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

政
党
の
表
中

誤

正
平
成
十
五
年
九
月
五
日
（
号
外
第
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六
号
（
政

平
成
十
五
年
八
月
八
日
（
第
千
四
百
九
十
四
号
）
掲
載
の
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五

号
（
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

政
党
の
表
中

１４

ー
4
,0
4
9
,0
0
9
,8
5
8
円
）
で
、
差
し
引
き
3
1
3
,3
7
5
,4
5
7
円
（
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
1
7
5
,9
3
4
,

6
3
8
円
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
1
3
7
,4
4
0
,8
1
9
円
）
の
純
損
失
と
な
っ

て
い
る
。

３
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
関
す
る
事
業
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
適
正

に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
未

収
金
の
回
収
に
、
一
層
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤

誤

政

治

団

体

の

名

称

自
由
民
主
党
秋
田
県
能
代
第
一
支
部

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
三
選
挙
区
支
部

会
計
責
任
者
氏
名

宮
　
腰
　
　
　
治

山
形
屋
　
郁
　
三

代

表

者

氏

名

能
　
登
　
祐
　
一

村
　
岡
　
兼
　
造

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

能
代
市
御
指
南
町
一
番
四
十
五
号

本
荘
市
出
戸
町
字
砂
子
下
百
十
三
番
地
九

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日

正

政

治

団

体

の

名

称

自
由
民
主
党
秋
田
県
能
代
市
第

一
支
部

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
三
選
挙

区
支
部

会
計
責
任
者
氏
名

宮
　
腰
　
　
　
治

山
形
屋
　
郁
　
三

代
表
者
氏
名

能
　
登
　
祐
　
一

村
　
岡
　
兼
　
造

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

能
代
市
御
指
南
町
一
番
四
十
五
号

本
荘
市
出
戸
町
字
砂
子
下
百
十
三
番
地
九

政
党
の
名
称

自
由
民
主
党

自
由
民
主
党

設
立
の
区
域

◯◯

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日

※
自
由
民
主
党
秋
田
県
第
三
選
挙
区
支
部
は
、
名
称
変
更
と
同
時
に
主
た
る
活
動
区
域
の
変
更
に
よ
り
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
届
出
に
変
更
（
旧
　
自
由
民
主
党
秋
田
県
衆
議
院
比
例
区
第
一
支
部
）

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
三

選
挙
区
支
部

平
成
十
五
年
六
月
十
二
日

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
三

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
平
鹿
町
支
部

平
成
十
五
年
六
月
十
二
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
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治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
）

（
原
稿
誤
り
）

二
十
七
ペ
ー
ジ
表
中
、
政
治
団
体
の
名
称
欄
上
か
ら
十
八
段
目

を
削
除
す
る
。
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0
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0
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0

0
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